
 四日市市立博物館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月２４日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第１３号 

   四日市市立博物館条例の一部を改正する条例 

 四日市市立博物館条例（平成５年四日市市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２

の規定に基づき、博物館の設置及び管

理について必要な事項を定めるものと

する。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２

及び博物館法（昭和２６年法律第２８

５号。以下「法」という。）第１８条の

規定に基づき、博物館の設置及び管理

について必要な事項を定めるものとす

る。 

  

 （博物館協議会）  （博物館協議会） 

第１５条 博物館の運営に関し、館長の

諮問に応じるとともに、館長に対し

て意見を述べる機関として、博物館

法（昭和２６年法律第２８５号）第２

３条第１項の規定に基づき、博物館

に四日市市立博物館協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

第１５条 博物館の運営に関し、館長の

諮問に応じるとともに、館長に対して

意見を述べる機関として、法第２０条

第１項の規定に基づき、博物館に四日

市市立博物館協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局博物館） 


